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報道機関 各位 

 

「赤根川金ヶ崎窯跡出土角杯形土器等須恵器一括」「稲爪神社太鼓」を 

明石市指定文化財に指定 

 

明石市では、明石市文化財保護審議会（会長 冷泉為人）の答申を受け、令

和６年３月２７日付けで「赤根川金ヶ崎窯跡出土角杯形土器等須恵器一括」「稲

爪神社太鼓」を市の指定文化財に指定いたします。今回の指定により明石市指

定文化財は 43件から 45件になります。 

 

記 

 

 

（１）赤根川金ケ崎窯跡出土角杯形土器等須恵器一括（42点） 

時代 古墳時代後期（6世紀前半） 

評価 赤根川金ケ崎窯跡は、市内最古の窯跡であり、そこでは須恵器を焼成   

していた。窯跡、灰原、溝から出土した須恵器類は、全国的に地方窯が拡散して

いく時期の様相を示すもので、とりわけ角杯形土器は、当寺須恵器を集中的に焼

いていた大阪南部の古窯跡群からは見つかっておらず、全国でも 20数例しか知

られていない特殊な土器である。窯跡からの出土としては、福井県興道寺窯跡と

この明石の出土例の 2 例しかない。朝鮮半島の新羅地域で多く見つかっている

土器で、他の装飾付𤭯などとともに、近畿地方周辺部における文化の伝播のあり

方を知る上でも貴重な資料群である。 

   杯 11 点、高杯 3 点、角杯形土器 3 点、器台 2 点、甕 1 点、壺 13 点、

𤭯3点、堤瓶 3点、装飾須恵器 1点、把手 1点、陶板 1点  計 42点  

 

 

 

情報提供日 2024年(令和６年)３月 日 

問い合わせ先 市民生活局文化・スポーツ室 

池田・稲原 

918-5629（短縮 7545） 
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（２）稲爪神社太鼓 

時代 江戸時代中期（1788年） 

状態 胴長 75cm、胴径 80cm、鏡面径 68cm 

 胴体は欅製、胴体に 4 つの環が付く。胴体内に歴代の太鼓皮張替時の墨書銘

があり、最も古いものに天明 8年（1788）の年紀がある。 

評価 江戸時代中期に発祥したとされる布団太鼓に伴う鳴太鼓であることが、

環の配置によって明らかであり、また胴体内に記された墨書から天明 8年（1788）

に作られたことが推察できる。その後、15年～20年毎に太鼓皮の張替えを行っ

ていた履歴も詳細に残されている。当該布団太鼓は城主から拝領したというい

われも残されており、城下で行われていた江戸時代の祭りの様相と太鼓の制作・

皮張替えに関わる職人の活動の一端を示すものとして文化財的価値が高い。 

 
















